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 防災訓練の実施の結果について，原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき

報告します。 

原子力事業所の名称

及 び 場 所 

柏崎刈羽原子力発電所 

新潟県柏崎市青山町１６番地４６ 

防災訓練実施年月日 平成３０年３月２日 
平成２９年４月１日 

～平成３０年３月３１日  

防災訓練のために 

想定した原子力災害

の 概 要 

大規模地震を起因とし，全交流電源喪失

および原子炉の冷却機能が全て喪失し，

原子力災害対策特別措置法第１５条事象

に至る原子力災害を想定 

別紙２のとおり 

防 災 訓 練 の 項 目 防災訓練（緊急時演習） 要素訓練 

防 災 訓 練 の 内 容 

(1)柏崎刈羽原子力発電所 

① 本部運営訓練 

② 通報訓練 

③ 原子力災害医療訓練 

④ モニタリング訓練 

⑤ 避難誘導訓練 

⑥ アクシデントマネジメント訓練 

⑦ 電源機能等喪失時訓練 

⑧ その他訓練 

(2)本社 

① 本部運営訓練 

② 原子力規制庁緊急時対応センター

プラント班との連携訓練 

③ プレス対応訓練 

④ 後方支援活動訓練 

(3)オフサイトセンター 

① 事業者ブース運営訓練 

② オフサイトセンター対応訓練 

(1)柏崎刈羽原子力発電所 

① モニタリング訓練 

② アクシデントマネジメント訓練 

③ 電源機能等喪失時訓練 

防災訓練の結果の 

概 要 
別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害 

対策に向けた改善点 
別紙１のとおり 別紙２のとおり 

備考１ この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とする。 

２ 氏名を記載し，押印することに代えて，署名することができる。この場合において， 

  署名は必ず本人が自署するものとする。 
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防災訓練の結果の概要【防災訓練（緊急時演習）】 

 

1.防災訓練の目的 

原子力事業者防災業務計画（以下，「防災業務計画」という。）および原子炉施設保安規

定第１１２条に基づき緊急事態に対処するための総合的な訓練を実施。訓練はシビアアクシ

デントを想定し原子力災害発生時に原子力防災組織があらかじめ定められた機能を有効に発

揮できることの確認および災害対応能力の向上を目的として以下の項目について確認を行う。 

 

(1)柏崎刈羽原子力発電所の確認項目 

① 原子力災害を想定して５号機原子炉建屋内緊急時対策所（以下，「Ｋ５ＴＳＣ」とい

う。）への要員参集からプラント情報の収集，通報を始めとした各事項を各組織が迅

速かつ的確に初動対応できることを確認する。 

② 原子力災害の発生または拡大防止のため事故の進展状況に応じて重大事故等対処施

設を使用し収束検討・対処指示が行われているか確認する。 

 

(2)本社の確認項目 

① 原子力施設事態即応センター（以下，「本社本部」という。）内で発電所の情報を共

有し，発電所に対して中長期的な支援を検討，実施できるかを確認する。 

② 原子力規制庁緊急時対応センター（以下，「ＥＲＣ」という。）に発電所の状況，復

旧戦略，本社本部で検討した発電所への支援策を適切に共有できたかを確認する。 

③ 原子力事業所災害対策支援拠点（以下，「後方支援拠点」という。）を立ち上げ，本

社本部と連携し発電所への支援を検討，実施できるかを確認する。 

 

(3)新潟県柏崎刈羽原子力防災センター{オフサイトセンター（以下，「ＯＦＣ」という。）} 

 の確認項目 

① 発電所情報をＯＦＣ内に共有し，自治体の避難活動支援を実施できるか。 

② 地域情報および要請を本社（新潟本部含む），発電所と共有し，自治体の避難活動支

援を実施できるか。 

 

2.防災訓練の全体概要 

(1)実施日時 

平成３０年３月２日（金） １３時００分～１６時４０分 

        （反省会：１６時４０分～１７時００分） 

 

(2)実施場所 

① 柏崎刈羽原子力発電所｛Ｋ５ＴＳＣ（免震重要棟内で模擬），現場｝ 

② 本社本部
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③ 新潟本部 

④ ＯＦＣ 

⑤ 後方支援拠点（エネルギーホール，当間高原リゾート） 

⑥ ＥＲＣ 

 

(3)参加人数 

① 柏崎刈羽原子力発電所：１５９名（社員１５９名） 

② 本社本部      ：２０７名（社員２０７名） 

③ 新潟本部      ：３７名（社員３７名） 

④ ＯＦＣ       ：３３名（柏崎刈羽原子力発電所の社員１８名，新潟本部の      

社員１５名） 

⑤ 後方支援拠点    ：２７名（社員２２名，北陸電力(株)２名，協力企業３名） 

 

(4)視察 

①発電所 

・他事業者による視察：９社 合計１２名 

内訳：北陸電力（１），中部電力（１），関西電力（２），中国電力（１）， 

四国電力（１），日本原子力発電（１），日本原燃（２），電源開発（２）， 

リサイクル燃料貯蔵（１） 

②本社 

・他事業者による視察：９社 合計１６名 

内訳：東北電力（３），北陸電力（３），中部電力（３），中国電力（１）， 

九州電力（１），日本原子力発電（１），電源開発（１），原燃輸送（２）， 

原子力安全推進協会（１） 

 

(5)防災訓練のために設定した前提条件 

① シナリオは全訓練プレーヤーに対し非開示とする（ブラインド訓練） 

② 平日の勤務時間帯に事象が発生 

③ 全号機訓練対象（６号機および７号機は運転中，１～５号機は停止中） 

④ 緊急時対策所は，免震重要棟内に模擬したＫ５ＴＳＣとし，原子力防災要員のうち初

動要員は，５号機定検事務所および第二企業センターで勤務中とする。 

⑤ プラント情報表示システム（以下，「ＳＰＤＳ」という。）については，発電所およ

び本社との情報共有としてＳＰＤＳ訓練モードを使用する。本社およびＥＲＣとの情

報共有として緊急時対策支援システム（以下，「ＥＲＳＳ」という。）訓練モードを

使用。 
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(6)防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

大規模地震を起因とし，発電所外部電源が喪失した。非常用Ｄ／Ｇの故障トリップおよ

び原子炉注水系が使用不可となり原子力災害対策特別措置法（以下，「原災法」という。）

第１５条事象に至る原子力災害を想定した。 

詳細は以下の通り。 

① １３：０５ 大規模地震発生（本震：震度６強）により，プラントは地震加速度

大により運転中の６，７号機は原子炉自動停止。高起動変圧器（ＨＳＴｒ）の不

具合が発生し外部電源喪失。 

６号機は非常用Ｄ／Ｇ全台が起動失敗。高圧注水系の原子炉隔離時冷却系（ＲＣ

ＩＣ）が起動失敗したため高圧代替注水系（以下，「ＨＰＡＣ」という。）によ

る原子炉注水を実施。 

【原災法：原子力警戒事象（所在市町村で震度６弱以上の地震発生）】 

７号機は非常用Ｄ／Ｇ（Ａ）のみ起動成功。高圧注水系はＲＣＩＣおよびＨＰＡ

Ｃを確保。低圧注水系のＲＨＲ（Ａ）は吸込弁の不具合にて起動できず。 

② １３：１３ ６号機はＨＰＡＣの注入弁が，全閉から全開せず中間位置で停止す

る不具合が発生し，所定の注水量を大きく下回り原子炉注水機能を確保できずに

原子炉水位は徐々に低下。 

【原災法：第１５条事象（原子炉注水機能の喪失）】 

③ １３：４０ 余震により６号機のＨＰＡＣが故障停止となり無注水状態。 

７号機はＲＣＩＣ，ＨＰＡＣ駆動蒸気入口弁の弁体落下により原子炉機能喪失お

よび原子炉格納容器（以下，「ＰＣＶ」という。）内にてＬＯＣＡ（冷却材喪失

事故）が発生。原子炉を急速減圧し復水補給水系（ＭＵＷＣ）による代替低圧注

水系にて原子炉水位を確保。また，燃料プール冷却浄化系（ＦＰＣ）ポンプ吐出

側配管にて漏えいが発生。サイホンブレーク孔の閉塞，サイホン効果による漏え

いが継続。使用済み燃料プールの水位が低下し原子炉建屋オペフロの線量が上昇。 

④ １４：１０ ６号機は強雷の影響によりＳＰＤＳ，ＥＲＳＳ伝送機能の喪失およ

びＳＲＶの制御機能に不具合が発生。無注水状態が継続し炉心損傷。 

⑤ １５：３０ シナリオスキップ（ＰＣＶベントに係る訓練のため格納容器圧力 

５７２ｋＰａまでスキップ）その後，シナリオスキップし格納容器圧力上昇によ

るＰＣＶベントを実施。 

⑥ 停止号機は，１号機で使用済み燃料プールライナードレン漏えい，２号機で汚染

傷病者の発生，３号機で屋外にて火災発生，モニタリングポスト指示ダウンスケ

ール等不具合が発生。 
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3.防災訓練の体制 

(1)訓練実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)訓練評価体制と訓練評価者数 

① 訓練評価体制 

評価シートを用いて手順の検証や対応の実効性等について評価者による評価を実施した。 

 

② 訓練評価者数 

・柏崎刈羽原子力発電所：１２名 

・本社本部      ：２３名 

・ＯＦＣ       ：１名 

・後方支援拠点    ：３名 

 

4.防災訓練の項目 

防災訓練（緊急時演習） 

 

5.防災訓練の内容 

(1)柏崎刈羽原子力発電所 

① 本部運営訓練 

② 通報訓練 

③ 原子力災害医療訓練 

④ モニタリング訓練 

⑤ 避難誘導訓練 

⑥ アクシデントマネジメント訓練 

⑦ 電源機能等喪失時訓練 

⑧ その他訓練｛遠隔操作資機材（ロボット）操作訓練｝ 

 

柏崎刈羽 

原子力発電所 

対策本部 

社外関係機関 

（関係自治体） 

ＯＦＣ 

通報連絡＋説明要員派遣 

通報連絡＋説明要員派遣 

通報連絡 

ＥＲＣ 
本社本部 

統合原子力防災ＮＷ接続＋通報連絡 

新潟本部 

説明要員派遣 

説明要員派遣 

通報連絡 

統合原子力防災ＮＷ接続＋説明要員派遣 

要員派遣 

後方支援拠点（エネルギーホール，当間高原リゾート） 
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(2)本社 

① 本部運営訓練 

② ＥＲＣプラント班との連携訓練 

③ プレス対応訓練 

④ 後方支援活動訓練 

 

(3)ＯＦＣ 

① 事業者ブース運営訓練 

② ＯＦＣ対応訓練 

 

6.防災訓練の結果 

各訓練結果と評価結果は以下の通り。 

(1)柏崎刈羽原子力発電所 

① 本部運営訓練：原子力防災管理者含む原子力防災要員 

・原子力防災管理者および原子力防災要員は，所内放送等によりＫ５ＴＳＣに初動要員

として計画人数５１名全員がＫ５ＴＳＣに参集した。 

・対策本部は，各統括，班長の発話およびチャット，ＣＯＰ等からプラント情報につい

て情報収集を行い，目標設定会議にて優先号機，事故収束のための対応方針等の戦略

目標を決定するとともに，関係箇所に周知した。 

〔評価〕 

・原子力防災管理者および初動対応を行う原子力防災要員は，所内放送等により分散配

置する第一陣，第二陣の計画人数がＫ５ＴＳＣに参集し，チャット，ＣＯＰ等の立上

げおよび１５分以内の通報連絡を目標として迅速に対応できることを確認した。 

・緊急時対策本部は，各統括，各班長の発話およびチャット，ＣＯＰ等からプラント情

報の収集を行い，目標設定会議にて優先号機，事故収束のための対応方針等の戦略目

標を決定し，その結果を本部長より対処指示として対策本部内に共有，関係箇所に周

知する等，対策本部の運営ができることを確認した。 

 

② 通報訓練：通報班 

・原災法１５条，１０条，警戒事態の順に優先順位をつけて通報を行った。 

・Ｋ５ＴＣＳへの要員参集からプラント情報を収集し，ＥＡＬを判断後１５分以内に必

要な情報を不足なく通報した。 

【通報実績】 

 ＧＥ２２：判断時刻 １３：１３ → 通報時刻 １３：１７ 

 ＳＥ４２：判断時刻 １３：３１ → 通報時刻 １３：４０ 

・通信が困難な状況下において，代替通信設備を手順通り選択し通報した。 
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〔評価〕 

・号機統括のブリーフィングによるプラント状態の共有から，ＥＡＬに該当した情報を

通報班が確認し，関係機関へ迅速に通報連絡できることを確認した。また，原災法 

１５条，１０条の際には，当該事象を優先し発電所の緊急事態を関係機関へ迅速に通

報連絡できることを確認した。 

・Ｋ５ＴＳＣへ要員参集後，ＥＡＬの発生を正しく判断し，原災法１５条および１０条

について１５分以内に通報連絡ができることを確認した。 

・地震発生による局線加入電話回線ＦＡＸ送信が通信不能となった際には，手順通り代

替の通信手段である統合防災ネットワークのＩＰＦＡＸを選定し，対策本部内に周知

するとともに，社内および社外関係機関へ通報連絡ができることを確認した。 

・原災法２５条報告等において，通報連絡前の内容確認が行われていたものの，様式の

間違い，誤植等を発見できずに通報ＦＡＸを行っており，改善が必要であることを確

認した。【9.(1)①に改善点として整理】 

 

③ 原子力災害医療訓練：総務班，保安班 

・２号機の管理区域において３名の負傷者発生を模擬し，１・２号機サービス建屋の応

急処置室にて除染を含む医療活動の実動による汚染負傷者対応，および対策本部との

情報共有ができた。 

・医療活動等を行う要員等に対し事故進展が進むプラント状況が提供され，被ばく防止

のため，退避等に関する必要な情報が共有できた。 

〔評価〕 

・管理区域で複数の負傷者が発生した際，総務班４名および保安班５名が１・２号機サ

ービス建屋の応急処置室に出向し，現場と対策本部との情報共有および処置室の管理

区域設定，除染を含む応急処置が手順通りできることを確認した。 

・負傷者および応急処置の状況が適宜対策本部へ報告され，先行して医療機関との受入

調整ができることを確認した。今後も訓練を通じ災害医療に関する習熟度を上げる。 

・応急処置活動等を行う現場要員等にプラントの事故進展状況が提供され，安定ヨウ素

剤の服用，避難等のタイミングを対策本部と連携できることを確認した。 

 

④ モニタリング訓練：保安班 

・原子力発電所周辺線量予測評価システム（以下，「ＤＩＡＮＡ」という。）等により

放射性物質の拡散影響評価ができた。また，現場出向する防災要員へ適切な放射線防

護装備の指示ができた。 

・発電所周辺監視区域境界付近のＭＰ故障を模擬し，実動による可搬型ＭＰ設置および

測定データを対策本部へ共有できた。 

・ＤＩＡＮＡによる放射性物質の拡散影響評価結果が，本社，ＯＦＣ等へ発信され共有

できた。 
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〔評価〕 

・ＤＩＡＮＡおよびＭＰ，海水モニタの指示を確認し，放射性物質の放出有無の確認お

よび気象情報による放射性物質の拡散影響評価が手順通りできることを確認した。ま

た，現場出向する原子力防災要員に対しＡＰＤの設定値や全面マスク，アノラック所

持等の放射線防護措置の指示が手順通りできることを確認した。 

・ＭＰの故障時には，手順に従い可搬型ＭＰ設置および測定データを共有できることを

確認した。また，可搬型ＭＰ設置に際し，現場の放射線測定による作業環境および可

搬型ＭＰデータチェックが手順通りできることを確認した。 

・放射性物質の拡散影響評価結果が，本社，ＯＦＣ等へ通報ＦＡＸにより配信され情報

共有できることを確認した。 

 

⑤ 避難誘導訓練：総務班 

・発電所からの退避情報および災害情報を受け，見学者（模擬），所員および協力企業

員等の安否確認および避難・誘導ができた。 

〔評価〕 

・地震（警戒事態）を受け，手順通り構内放送により発電所所員，協力企業作業員の避

難周知ができることを確認した。 

・入構管理システムによる構内入構者の安否確認や指定集合場所への避難・誘導が手順

通りできることを確認した。 

 

⑥ アクシデントマネジメント訓練：原子力防災管理者含む原子力防災要員 

・原子力災害に際し，対応要員，可搬設備，常設設備を含めた“使用可能な資源等”の

情報を確認し，プラント情報，進展予測から，事故の拡大防止，収束のための対応方

針，優先すべき号炉等の戦略決定を行うことができた。 

・対策本部は，プラントの影響予測に対し必要となる対応を予測して先行的に準備でき

た。 

〔評価〕 

・対策本部は，初動対応において，原子力防災要員の参集状況，消防車，電源車等の可

搬設備やアクセスルート状況の確認が手順通りできることを確認した。また，手順通

り非常用Ｄ／Ｇや原子炉注水設備等の使用可能な資源を発話やチャット，ＣＯＰ等に

より確認するとともに，目標設定会議にて優先号機，事故の拡大防止，収束のための

対応方針等の戦略目標を決定し，その結果を本部長より対策本部内に共有できること

を確認した。 

・対策本部は手順通り，プラント状況と復旧手段の準備状況を踏まえ，事故の拡大防止，

収束のための対応方針等をプラントの進展予測に対し先行してできることを確認した。

また，事故対応にあたっては，第一手段，第二手段を設定し指示ができることを確認

した。 
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・６号機スクラム後の経過時間とＣＡＭＳγ線量率から手順通り炉心損傷の判断ができ

ることを確認した。また，ＢＡＦ＋１０％および消防車による注水準備完了から代替

ＳＲＶ駆動装置による原子炉減圧の指示が手順通りできることを確認した。 

・６号機ＰＣＶベントでは，チェックシートを用いて準備状況の確認および対策本部内

で情報共有し，準備が整い次第ベント操作ができることを確認した。 

・７号機スクラム後の経過時間から原子炉圧力の減圧操作による原子炉注水必要量が継

続的に評価できることを確認した。 

・７号機ＳＦＰ水位低下によるＳＦＰラック上端までの水位到達予測時間を評価し，対

策本部内で共有するとともに，原子炉建屋オペフロ作業で対応する原子力防災要員に

対する放射線防護装備の指示が手順通りできることを確認した。 

 

⑦ 電源機能等喪失時訓練：復旧班，計画班 

・多重の機器故障や機能喪失に対して，応用性・機動性をもって影響緩和・拡大防止が

できた。 

・プラントが受ける影響および被害程度を早期に予測し，運転員の対応の妥当性確認，

支援ができた。 

〔評価〕 

・多重の機器故障や機能喪失に応用性・機動性をもって対応するため，手順通りＩＰ通

信電話機，ＰＨＳやトランシーバーなど複数の連絡手段を確保し対応できることを確

認した。また，外部電源喪失や非常用Ｄ／Ｇ，ＧＴＧなどの故障に対し，消防車や電

源車等の代替手段を確保し，原子力災害に対する影響緩和・拡大防止を行うことがで

きることを確認した。 

・プラントデータより，原子炉水位予測，炉心損傷予測を実施し，原子炉水位を確保す

るための必要な戦略の立案ができることを確認した。また，運転員の対応が手順書通

りに行われていることを適宜確認し，対応の支援ができることを確認した。 

 

⑧ その他訓練（遠隔操作資機材（ロボット）操作訓練）：原子力防災要員 

・災害現場を想定した訓練エリアで操作訓練を行い，ロボット操作要員の操作スキルの

維持・向上ができた。 

〔評価〕 

・発電所構内の体育館に災害現場を想定した訓練エリアを設定し，美浜原子力緊急事態

支援センター講師のもとロボット操作要員３名により操作訓練を実施し，操作要員の

操作スキルが十分あることを確認した。 
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(2)本社 

① 本部運営訓練：本社原子力防災要員 

・自動呼出システムおよび館内放送による呼出により，原子力防災組織が機能する計画

人数１８２名に対して２０７名が参集した。 

・発電所初動要員がＫ５ＴＳＣへ参集するまでの間は，本社情報班が発電所の発話を基

に電子ホワイトボードを活用して本社本部内にプラント情報を共有した。発電所初動

要員参集後は，発電所で作成した発電所目標設定会議ＣＯＰを本社本部内にリアルタ

イムに共有することでプラント情報を共有した。また,発電所目標設定会議終了後速や

かに本社目標設定会議を実施し，発電所への支援策を検討した。 

・本社情報班は発電所がＥＡＬを判断後速やかに，ＥＡＬ判断ＣＯＰに情報を整理し本

社本部内に情報共有したが，最初の１５条判断の際に判断時刻を間違えて共有してし

まった。 

〔評価〕 

・原子力運営管理部長は，発電所原子力防災管理者から原子力警戒態勢発令の連絡を受

けた後，速やかに関係者に連絡した。連絡を受けた本社原子力防災要員は手順書に基

づき自動呼出システムおよび館内放送による呼出をしたことより，原子力防災組織と

して機能する人数が参集し，各班が滞りなく運営できることを確認した。 

・目標設定会議を開催して発電所の支援策を検討できることを確認した。また，平成 

３０年２月２日に実施した福島第二原子力発電所の防災訓練（以下，「福島第二防災

訓練」という。）の改善策として本社本部目標設定会議の情報発信フローを作成し，

フローに基づき決定事項を速やかに共有できることを確認した。 

・福島第二防災訓練の改善策として，本社復旧班がＳＦＰに関するリスクに対し，中長

期的な復旧戦略をあらかじめ検討しておいたことで，ＳＦＰ漏えい事象の発生を踏ま

えた支援に加え，復旧個所特定および復旧方針決定のための人的支援策を検討できる

ことを確認した。 

・発電所からの発話情報を聞き違い，本社本部内でＥＡＬ判断時刻を正しく共有するこ

とができなかった。また，本社本部内で発電所が炉心損傷の判断をする前に，正しく

ない情報を基に炉心が損傷している状態であると推定した。【9.(2)①に改善点として

整理】 

 

② ＥＲＣプラント班との連携訓練：官庁連絡班 

・ＥＲＣプラント班に対して，発電所初動要員がＫ５ＴＳＣへ参集するまでの間は，情

報把握が遅れ十分な情報共有ができなかった。発電所初動要員参集後は，発話，チャ

ット，ＣＯＰ等から得られた情報を速やかに伝えたが，定期的に発電所の全体状況を

整理して共有することができなかった。 
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・ＰＣＶベントの準備状況については，図面等を用いて分かりやすく説明することがで

きなかった。また，原子力規制委員会から核燃料物質，核燃料物質および原子炉の規

制に関する法律第６４条に基づく命令書を受領した。 

・ＥＲＣプラント班からの質問に対して，回答に時間を要する時があったが優先順位を

つけて回答した。 

・１５条認定会議では必要な情報を速やかに整理し，漏れなく報告することができた。 

なお，本訓練では原災法第１０条該当事象より先に第１５条該当事象が発生したため，

１０条確認会議は実施しなかった。 

〔評価〕 

・発電所初動要員がＫ５ＴＳＣへ参集するまでの間は，複数プラントでの発災および事

象進展が早かったことから状況把握が遅れ十分な説明ができなかった。また，包括的

な情報共有ができなかった。【9.(2)②に改善点として整理】 

・ＥＲＳＳ（ＳＰＤＳ）でプラント状態を確認できていた時は，ＥＲＳＳ（ＳＰＤＳ）

を活用してプラント状態を説明できることを確認した。 

・ＥＲＳＳ（ＳＰＤＳ）停止後（訓練シナリオによる停止）は，ＥＲＣプラント班から

５分毎に重要パラメータの読み上げを要求されたが，発電所のデータ入力が１５分毎

であったため，直ちに要求に答えることができなかった。【9.(2)③に改善点として整

理】 

・ＰＣＶベントの準備状況については，事前に発電所－本社間でＰＣＶベントに関する

チェックシートが共有できていなかったため，状況把握に時間を要し，発電所での対

応状況を説明できなかった。【9.(2)④に改善点として整理】 

・１０条確認会議，１５条認定会議で必要な情報を整理して共有できるようにＥＡＬ判

断ＣＯＰを用意していたが，１５条認定会議では本社情報班が作成したＥＡＬ判断Ｃ

ＯＰの判断時刻に聞き違いがあったため，説明には使用せず，口答で正しい内容を説

明した。【9.(2)①に改善点として整理】 

 

③ プレス対応訓練：広報班 

・原災法第１５条通報してから約１時間後に模擬記者会見を実施し，発電所の状況を整

理して正確な情報を説明した。また，会見中に新たに発生した重要情報については，

会見中にタイムリーに説明した。なお，本訓練では，原災法第１０条該当事象より先

に第１５条該当事象が発生したため，第１５条通報後，速やかに模擬記者会見の準備

を開始した。 

・模擬ホームページおよび模擬ＳＮＳを使って，プラント情報および記者会見の予定を

タイムリーに発信した。 
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〔評価〕 

・本社本部内で原災法第１５条通報したことを共有後，速やかに外部への情報発信に向

けた準備を開始しＣＯＰを有効活用したことで，模擬記者会見および模擬ホームペー

ジ等によりタイムリー且つ正確な情報発信ができることを確認した。 

 

④ 後方支援活動訓練：後方支援拠点班 等 

・エネルギーホールおよび当間高原リゾートに拠点本部を立ち上げ，チャット，ＣＯＰ

等から発電所の状況を把握するとともに，衛星携帯電話にて本社との通信確認を実施

した。また，本社本部と連携しながら応援要員の手配，物資の輸送計画を立案するな

ど発電所支援を検討した。 

・スクリーニングエリアを設営し，遅滞なくスクリーニング対応を実施した。 

・事業者間協力協定に基づく他事業者（北陸電力(株)）への支援要請連絡および電力支

援本部の立ち上げを遅滞なく実施した。 

・原子力緊急事態支援組織の運営に関する協定に基づく美浜原子力緊急事態支援センタ

ーへの支援要請連絡を遅滞なく実施した。 

〔評価〕 

・本社本部内で原災法第１５条通報したことを共有後，速やかに後方支援拠点の選定検

討並びに他事業者および美浜原子力緊急事態支援センターへの支援要請連絡ができる

ことを確認した。 

・後方支援拠点内の活動エリアおよび運用（スクリーニング対応含む）について事前に

ガイドに定め，ガイドに基づき設営および運営できることを確認した。 

・特殊車両を用いて，発電所への支援資機材を関東圏からの輸送車両の荷台から発電所

構内に入構可能な車両の荷台に積み替えを行い，発電所支援を実施できることを確認

した。（本訓練では支援資機材の輸送は対象外。） 

 

(3)ＯＦＣ 

① 事業者ブース運営訓練：新潟本部原子力防災要員，柏崎刈羽原子力発電所からの 

派遣要員 

・チャット，ＣＯＰ等から発電所の情報をＯＦＣ事業者ブース内で共有し，遅滞なくＯ

ＦＣプラントチームに情報提供ができた。 

・本社本部，新潟本部と連携して各地の広報対応状況を事業者ブース内で共有し，遅滞

なくＯＦＣ広報班に情報提供ができた。 

・新潟本部他へ地域情報の共有およびＯＦＣからの依頼事項を共有し，住民の避難を含

めた自治体の避難活動を支援できた。 
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〔評価〕 

・発電所の情報をチャットやＣＯＰ等の情報から事業者ブース要員およびプラントチー

ム要員で共有し，ＯＦＣで開催される合同対策協議会で当社プレス状況等を報告でき

ることを確認した。 

・本社本部，新潟本部と連携し，各地の住民避難情報等を事業者ブース要員およびプラ

ントチーム要員で共有し，ＯＦＣ広報班に避難状況，道路状況等として提供できるこ

とを確認した。 

・自治体からの要支援者の搬送支援など要望事項を新潟本部他と共有し，要員派遣等に

よる避難活動の支援ができることを確認した。 

 

② ＯＦＣ対応訓練：新潟本部原子力防災要員，柏崎刈羽原子力発電所からの派遣要員 

・合同対策協議会において，国・自治体（模擬）に対してプラント状況を適切に情報提

供できた。 

・合同対策協議会において，各地の広報対応状況を適切に情報共有できた。 

・合同対策協議会での質問に対して，分かり易く回答ができた。 

〔評価〕 

・発電所のプラント情報をチャットやＣＯＰ等から把握し，ＯＦＣで開催される合同対

策協議会で情報提供できることを確認した。 

・合同対策協議会において，各地の住民避難情報としてＯＦＣ広報班に避難状況，道路

状況等を提供し情報共有できることを確認した。 

・合同対策協議会において，国・自治体（模擬）の質問に対して，概略図の活用および

略語や専門用語を避けて分かり易く回答ができることを確認した。また，質問に対し

確認すると引き取った内容について概ね次回の合同対策協議会で回答できることを確

認した。 

 

7.防災訓練の評価 

「1.防災訓練の目的」で設定した確認項目についての評価は以下の通り。 

(1)柏崎刈羽原子力発電所 

① 原子力災害を想定してＫ５ＴＳＣへの要員参集からプラント情報の収集，通報を始め

とした各事項を各組織が迅速かつ的確に初動対応できることを確認する。 

地震発生によるＥＡＬ該当事象の判断から，初動対応要員は分散配置する第一陣お

よび第二陣の計画人数がＫ５ＴＳＣに参集し，初動対応のためのチャット，ＣＯＰ等

の立上げおよび１５分以内の通報連絡ができることを確認した。 

また，各統括，班長の発話およびチャット，ＣＯＰ等からプラント情報を適宜収集

し，情報共有により対策本部の運営を大きな問題もなくできることを確認した。更に

目標設定会議により，優先号機や事故の拡大防止，収束のための対応方針等を決定で

きることを確認した。但し，原災法２５条報告等において改善すべき事項があったこ
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とから，今後の原子力災害対策に向けた改善点とする。 

・所定時間内の関係箇所への通報連絡については「6.(1)②通報訓練」にて確認した。 

・原災法２５条報告において，通報連絡前の内容確認が行われていたものの，様式の

間違い，誤植等を発見できず通報ＦＡＸを行っており，改善が必要であることを確

認した。【9.(1)①に改善点として整理】 

 

② 原子力災害の発生または拡大防止のため事故の進展状況に応じて重大事故等対処施設

を使用し収束検討・対処指示が行われているか確認する。 

対策本部は，初動対応において，消防車，電源車等の可搬設備やアクセスルート状

況の確認ができることを確認した。また，非常用Ｄ／Ｇや原子炉注水設備等の使用可

能な資源を確認するとともに，目標設定会議にて優先号機，事故の拡大防止，収束の

ための対応方針等の戦略目標を決定し，その結果を本部長より対処指示として対策本

部内に共有できることを確認した。 

・事故の拡大防止のための対応については「6.(1)⑥アクシデントマネジメント訓練」

および「6.(1)⑦電源機能等喪失時訓練」にて確認した。 

 

(2)本社 

① 本社本部内で発電所の情報を共有し，発電所に対して中長期的な支援を検討，実施で

きるかを確認する。 

本社本部内で，チャット，ＣＯＰ，発話等により発電所の情報を共有し発電所に対

しての中長期的な支援を検討，実施できることを確認した。但し,重要情報の共有に課

題があったことから,今後の原子力災害対策に向けた改善点とする。 

・目標設定会議で発電所の支援として，外部電源の復旧，バッテリーの手配，現場復

旧要員の派遣について優先順位を付けて決定することができた。 

・発電所に対しての中長期的な支援の実施については「6.(2)④後方支援活動訓練」に

て確認した。 

・発電所からの発話情報を聞き違い，本社本部内でＥＡＬ判断時刻を正しく共有する

ことができなかった。また，本社本部内で発電所が炉心損傷の判断をする前に正し

くない情報を基に炉心が損傷している状態であると推定した。【9.(2)①に改善点と

して整理】 

・リスクに備えた対応策として，事前に発電所-本社間で資料を共有していたことから，

事象進展に対する対応策を本社内でも速やかに把握することができた。但し，ＰＣ

Ｖベントに関するチェックシートについては，事前に共有できていなかったため，

準備状況の把握に時間を要した。【9.(2)④に改善点として整理】 

・平成２９年１１月２９日に実施した福島第一原子力発電所の防災訓練および福島第

二防災訓練の結果を踏まえ，事前にＣＯＰとして設備状況シートの整備，発電所目
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標設定会議ＣＯＰの項目見直しを実施した。これにより，本社本部内で重要なプラ

ント情報がタイムリーに共有された。 

 

② ＥＲＣに発電所の状況，復旧戦略，本社本部で検討した発電所への支援策を適切に共

有できたかを確認する。 

ＥＲＣプラント班に発電所の状況，復旧戦略，本社から発電所への支援策をそれぞ

れ共有したものの，情報共有のタイミング,情報共有の仕方に改善すべき事項があった

ことから今後の原子力災害対策に向けた改善点とする。 

・発電所の復旧戦略は発電所目標設定会議ＣＯＰが承認された後に共有する運用とし

ており，ＥＲＣプラント班に説明するまでに承認手続きがあったため情報共有に時

間を要した。【9.(2)②に改善点として整理】 

 

③ 後方支援拠点を立ち上げ，本社本部と連携し発電所への支援を検討，実施できるかを

確認する。 

後方支援拠点を立ち上げ本社本部と情報共有し，発電所への支援を検討，実施でき

ることを確認した。 

・エネルギーホールおよび当間高原リゾートに拠点本部を立ち上げ本社本部と連携し，

応援要員の手配，物資の輸送計画を立案するなど発電所支援を検討した。また，衛

星携帯電話を用いて本社との連絡を実施した。 

・発電所に対しての中長期的な支援の実施については「6.(2)④後方支援活動訓練」に

て確認した。 

 

(3)ＯＦＣの確認項目 

①発電所情報をＯＦＣ内に共有し，自治体の避難活動支援を実施できるか。 

発電所情報をチャット，ＣＯＰから入手しＯＦＣ内に共有することで自治体の避難活

動支援を実施できることを確認した。 

 

②地域情報および要請を本社（新潟本部含む），発電所と共有し，自治体の避難活動支援

を実施できるか。 

国・自治体（模擬）からの要請を本社（新潟本部含む），発電所と共有し，合同対策

協議会において発電所情報が分かり易く提供できることを確認した。 

 

8.平成２８年度からの改善点 

(1)発電所－本社間の通報連絡時に本社のＦＡＸ受信の確認不足および発電所とのコミュニ

ケーション不足により，発電所から送られてきたＦＡＸをタイムリーに確認できなかった

ことから改善を行う。 
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発電所通報班は本社官庁連絡班にＦＡＸの送り先を連絡する。本社官庁連絡班は，チャ

ット，発話情報等により原災法１０条，１５条該当後，１０分以上通報用紙が入手・確認

ができない場合は，ＦＡＸ送付先を発電所通報班に確認する仕組みを明文化する。 

・発電所通報班は，本社官庁連絡班に電話によるＦＡＸの発信確認，又は電話等による

連絡を行う旨を通報班ガイドに記載し運用することとした。 

・本社官庁連絡班が使用するＦＡＸ機に，ＦＡＸを受信したらセンサーによりライトが

点灯する装置を設置し，ＦＡＸを受信したことを速やかに気が付けるようにした。 

・本社官庁連絡班のＦＡＸ担当者がＦＡＸ受信を速やかに確認できるようにレイアウト

見直しを実施した。 

・本社官庁連絡班は，原災法１０条，１５条該当してから１０分経過しても通報用紙を

入手・確認できない場合は，ＦＡＸ送付先を発電所通報班に確認する。また，本運用

を着信確認シートに記載し運用を徹底した。 

〔本訓練での取組〕 

・本訓練では，発電所通報班はＦＡＸ送信後に本社官庁連絡班にＦＡＸの送り先を電話

連絡し，本社官庁連絡班はＦＡＸをタイムリーに確認することができた。 

 また，官庁連絡班のレイアウト見直しおよびＦＡＸを受信したらライトが点灯する装

置により確実にＦＡＸを受信することができた。 

 

(2)ＥＲＣプラント班に情報提供するために用いるＣＯＰ等のツールは，発電所-本社間で事

前に運用を確認する。 

・ＣＯＰ等の情報共有ツールについて，運用方法等を事前に発電所-本社間で共有する。 

〔本訓練での取組〕 

・ＣＯＰ等の情報共有ツールの運用方法，更新頻度等を事前に発電所-本社間で共有した

ことで，発電所から共有された情報を本社本部内で共有することができた。 

 

(3)緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）の模擬データをシミュレータにより作成したが，プ

ラント事象と合わない状況が確認されたことから，訓練前の検証を繰り返し行いシナリオ

と模擬データにズレが生じないよう対応する。 

・訓練前にシナリオと模擬データにズレが生じていないことを発電所，本社の事務局お

よび関係コントローラ間で確認してから訓練を実施する。 

〔本訓練での取組〕 

・模擬データとシミュレータ操作データとのズレによる事象であり，今回の訓練は模擬

データに統一したためＥＲＳＳデータにズレは生じなかった。 

・プラントデータ作成については予め設定した訓練シナリオに沿って準備していたが，

訓練シナリオの変更が発生し，シナリオ変更および模擬データ作成に時間を要したた

め，過渡変化を確認する訓練開始前のプラントデータを入力していなかった。今後，

訓練シナリオの作成は関係者との十分な調整と時間を確保する。 
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(4)ＥＲＣプラント班への説明者の負荷が偏り，情報提供に遅れが生じたことから，本社本部

（官庁連絡班）の役割分担の見直しを行う。 

・平成２８年度の防災訓練では，ＥＲＣプラント班への説明者が１人で発電所の情報，

本社から発電所への支援策，ＥＲＣプラントからの質問に対する回答を説明しており

負荷が偏っていた。そのため，共有本社本部（官庁連絡班）の役割分担の見直しを行

い，説明者のサポート者を２名配置した。また，説明者がＣＯＰ等の情報をより把握

できるように官庁連絡班エリアのレイアウトを変更した。 

〔本訓練での取組〕 

 ・官庁連絡班の役割分担の見直しおよびレイアウト変更により，ＥＲＣプラント班への

説明者の負荷は軽減され，ＥＲＣプラント班への情報提供は改善された。 

 

9.今後の原子力災害対策に向けた改善点 

「6．防災訓練の結果」，「7．防災訓練の評価」から抽出された今後の課題は以下のとおり。 

(1)柏崎刈羽原子力発電所 

① 原災法２５条報告等において，通報連絡前の内容確認が行われていたものの，様式の

間違い，誤植等を発見できず通報ＦＡＸを行っており，改善が必要であることを確認

した。【6.(1)②，7(1)①に対する改善点】 

〔原因〕 

・通報ＦＡＸ前にダブルチェックを行ったが，発電所にて原災法の発災後は，作成者，チ

ェック者ともに火災，負傷者発生については２５条報告による様式にて通報すればよい

との思い込みがあった。また，当該事象の記載箇所についても思い込みによりプラント

の発生事象とし誤植してしまった。 

〔対策〕 

・今回の事象を通報班要員へ周知し注意喚起を行う。また，通報連絡が必要となる火災，

負傷者等が発生した際の通報記載例のテンプレートを作成し誤植対策を行う。更にダブ

ルチェックの際ポイントを手順に明記し，通報用紙作成の訓練により再発防止および力

量向上を図る。 

 

(2)本社 

①発電所からの発話情報を聞き違い，本社本部内でＥＡＬ判断時刻を正しく共有すること

ができなかった。また，本社本部内で発電所が炉心損傷の判断をする前に正しくない情

報を基に炉心が損傷している状態であると推定した。【6.(2)①，6.(2)②，7.(2)①に対

する改善点】 

〔原因〕 

・ＥＡＬ判断ＣＯＰに記載すべき項目が多く，必要な情報を聞き漏らした。 

・重要情報に疑義が生じた場合の発電所への確認手段が不足していた。 
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〔対策〕 

 ・本社本部内の発電所からの発話情報を聞き取る等の体制強化を検討する。 

・発電所と本社で，事象に応じた重要パラメータを選定し，発電所は定期的な読み上げを

徹底する。 

・ＥＡＬ判断ＣＯＰの記載内容を簡素化して，聞き取らなければいけない情報を限定する。 

 

②発電所初動要員がＫ５ＴＳＣへ参集するまでの間は，複数プラントでの発災および事象

進展が早かったことから状況把握が遅れ，ＥＲＣプラント班に十分な説明ができなかっ

た。また，発電所目標設定会議ＣＯＰを活用した包括的な情報共有ができなかった。

【6.(2)②，7(2)②に対する改善点】 

〔原因〕 

・官庁連絡班内の発電所の発話を聞き取る要員がＥＲＣプラント班への説明も兼ねていた

が，複数プラントでの発災，且つ事象進展が早かったため，発電所の発話を聞き漏らす

ことがあり状況把握が遅れた。 

・復旧戦略は発電所目標設定会議ＣＯＰが承認されないと，ＥＲＣプラント班に共有しな

い運用としていた。 

・官庁連絡班と他班との連携が弱く，官庁連絡班が他班で作成，整理した情報を活用でき

ていない。 

〔対策〕 

・複数プラントでの発災，且つ事象進展が早い場合においても，発電所からの発話情報を

聞き取れる等の体制強化を検討する。 

・発電所目標設定会議ＣＯＰが承認される前でもプラント状態の変化に応じて今後の戦略

を説明する運用にする。 

・官庁連絡班と他班の連携向上および発話者の力量向上を目的とした模擬訓練を実施する。 

 

③ＥＲＳＳ（ＳＰＤＳ）が停止した際に，ＥＲＣプラント班に対して，定期的に重要パラ

メータの共有ができなかった。【6.(2)②に対する改善点】 

〔原因〕 

・ＥＲＳＳ（ＳＰＤＳ）不具合発生時のバックアップツールへのデータ更新頻度を１５分

毎とする運用としており，重要パラメータの更新時間の間隔としては長かった。 

・ＳＰＤＳ不具合発生時にグラフ化する項目が不足しており，トレンドでの共有ができな

かった。 

〔対策〕 

・バックアップツールへのデータ更新ルール（更新頻度，状況に応じたパラメータの選定）

を見直す。 

・重要パラメータになりうる全ての項目をグラフ化できるようにツールを改良する。 

・発電所は状況に応じた重要パラメータの定期的な読み上げを徹底する。 
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④本社では発電所で行っていたＰＣＶベントの準備状況の把握に時間を要し，発電所での

対応状況をＥＲＣプラント班に説明できなかった。【6.(2)②，7.(2)①に対する改善点】 

〔原因〕 

・緊急時に必要な手順書類は発電所－本社間で事前に共有していたが，ＰＣＶベントに関

するチェックシートについては，今回の訓練で試行したものであり，緊急時に必要な手

順書類に定められていなかったため，事前に共有できていなかった。 

〔対策〕 

・ＰＣＶベントに関するチェックシートを緊急時に必要な手順書類に反映し，事前に発電

所-本社間で共有する。 

 

以 上
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防災訓練の結果の概要【要素訓練】 

 

１．訓練目的 

本訓練は，「柏崎刈羽原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節」に基

づき実施する要素訓練であり，手順書の適応性や人員・資機材確認等の検証を行い手順の

習熟および改善を図るものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

平成２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） 

（２）対象施設 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

３．実施体制，評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練毎に訓練指揮者を設け担当者が訓練を行う。 

詳細は，「添付資料１」の通り。 

（２）評価体制 

定められた手順通りに訓練が実施されたかを訓練実施ＧＭが評価する。 

（３）参加人数 

「添付資料１」の通り。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

（１）モニタリング訓練 

放射性物質の放出により敷地内の放射線または空気中の放射能濃度が上昇した状態

を想定した個別訓練 

（２）アクシデントマネジメント訓練 

全交流電源喪失により原子炉の冷却機能全てが喪失し，原子力災害対策特別措置法第

１５条事象に至る事象を想定した総合訓練 

（３）電源機能等喪失時訓練 

全交流電源喪失，原子炉除熱機能喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失の状態を

想定した個別訓練 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 
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６．防災訓練の内容 

（１）モニタリング訓練 

（２）アクシデントマネジメント訓練 

（３）電源機能等喪失時訓練 

 

７．訓練結果の概要（添付資料１参照） 

（１）モニタリング訓練 

 可搬型モニタリングポスト等を用いた空間放射線量率の測定，空気中放射線物質濃

度測定について実動訓練を実施。 

（２）アクシデントマネジメント訓練 

 電源機能等喪失時における対策本部活動並びに各種緊急安全対策の実動訓練を実施。 

（３）電源機能等喪失時訓練 

 電源車およびガスタービン発電機車等による電源確保の手順の実動訓練や机上訓練

等を実施。 

 消防車による原子炉・使用済燃料プールへの代替注水等の実動訓練やライン構成等

の一連の動作確認を現場にて実施。 

 原子炉建屋のベント解放操作に係る動作手順確認やホイールローダによる模擬瓦礫

等を用いた実動訓練等を実施。 

 

８．訓練の評価 

各要素訓練について定められた手順通りに訓練が実施されていることを確認できた。 

訓練毎の評価結果は，「添付資料１」の通り。 

 

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

各要素訓練で抽出された改善点および今後に向けた改善点は，「添付資料１」の通り。 

 

10．添付資料 

（１）要素訓練の概要 

以 上
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要素訓練の概要 

 

１．モニタリング訓練（訓練実施回数：２８０回，参加人数：延べ４０７名） 

概要 

実施体制 

① 実施責任者 

② 担当者 

評価結果 当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

モニタリング訓練 
① 訓練実施ＧＭ 

② 保安班員 
良 

・可搬型海水モニタ設置訓練にて，

「津波警報の解除」「瓦礫の除去」

「強風，強雨の対応」は重要な確認

事項であり手順書へ反映する。 

・要素訓練および総合訓練を

通じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 
空間放射線量率の測定，予測線量

評価等の実動訓練を実施 

 

２．アクシデントマネジメント訓練（訓練実施回数：１２回，参加人数：延べ１８０２名） 

概要 

実施体制 

① 実施責任者 

② 担当者 

評価結果 当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

アクシデントマネジメント訓練 

① 原子力防災管理者 

② 原子力防災要員 
良 

・５号機原子炉建屋内緊急時対策所

を免震重要棟内へ模擬し，原子力防

災要員が分散配置から参集し，原子

力災害発生の初動におけるプラン

ト情報の共有や通報連絡対応，対応

方針決定の運用を定め繰り返し訓

練を実施した。 

・要素訓練および総合訓練を

通じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 

電源機能等喪失時における対策

本部活動並びに各種緊急安全対

策の実動訓練を実施 
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３．電源機能等喪失時訓練（訓練実施回数：１７１９回実施，参加人数：延べ３９７９名） 

 

概要 

実施体制 

① 実施責任者 

② 担当者 

評価結果 当該期間中の改善点 
今後の原子力災害対策に 

向けた改善点 

緊急時の電源確保に係る訓練 

① 訓練実施ＧＭ 

② 復旧班員 

保安班員 

良 

・ＧＴＧ車操作訓練にて，緊急時

に使用する操作手順書を緊急Ｍ／

Ｃ室に配備し，緊急時対応の際に

手順書準備等の忘れ防止を行う。 

・要素訓練および総合訓練を

通じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 

電源車およびガスタービン発電

機車等による電源確保の手順の

実動訓練や机上訓練等を実施 

緊急時の最終的な除熱機能確保

に係る訓練 
① 訓練実施ＧＭ 

② 復旧班員 

号機班員 

良 

・消防車による連結送水訓練にて，

送水圧力を昇圧する際，消防車間

の送水圧力の調整を２段階から３

段階で昇圧した方が，圧力が安定

するため手順書を変更する。 

・要素訓練および総合訓練を

通じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 

消防車による原子炉・使用済燃料

プールへの代替注水等の実動訓

練やライン構成等の一連の動作

確認を現場にて実施 

シビアアクシデント対策に係る

訓練 

① 訓練実施ＧＭ 

② 復旧班員 
良 

・瓦礫撤去訓練の際，発電所の積

雪を利用しホイールローダによる

走行訓練および除雪対応を実動訓

練として行った。 

・要素訓練および総合訓練を

通じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 

原子炉建屋のベント解放操作に

係る動作手順確認やホイールロ

ーダによる模擬瓦礫等を用いた

実動訓練等を実施 


